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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】未使用時の誤動作を防ぐロック状態からの復帰
時の操作性を高めた携帯端末装置の提供。
【解決手段】携帯電話機は、未使用状態が継続したり、
表示部の電源がオフされると、タッチ操作に基づく所定
の処理の実行を制限するロック状態が設定される。その
後、表示部の電源がオンにされると、ホーム画面に基づ
くロック画面が表示される。ロック画面には、各機能ア
イコンに対応する解除アイコンが含まれている。たとえ
ば、ロック解除（鍵）アイコンをメールアプリケーショ
ンに対応する解除アイコンにスライドさせる解除操作が
されると、ロック状態が解除されると共に、メールアプ
リケーションが実行される。
【効果】ユーザは、ホーム画面を操作するような感覚で
ロック状態を解除すると共に、任意のアプリケーション
を実行することが出来る。そのため、ロック画面におけ
るユーザの操作性が向上する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１アイコンを含むホーム画面を表示する表示部および前記表示部に設けら
れるタッチパネルを有し、タッチ操作に基づく所定の処理の実行を制限するロック状態が
設定される、携帯端末であって、
　前記第１アイコンに対応する第２アイコンを含むロック画面を生成する生成部、
　前記ロック状態が設定されている状態で前記表示部の電源がオンとなったとき、前記ロ
ック画面を表示する表示処理部、
　前記ロック画面が表示されているときに、少なくとも前記第２アイコンに対してタッチ
する操作を含む解除操作がされたとき、前記ロック状態を解除する解除部、および
　前記ロック画面が表示されているときに、少なくとも前記第２アイコンに対してタッチ
する操作を含む解除操作がされたとき、当該第２アイコンに対応する第１アイコンに基づ
く処理を実行する実行部を備える、携帯端末。
【請求項２】
　前記表示部には、複数のホーム画面が表示され、
　前記第１生成部は、指定されたホーム画面に含まれる第１アイコンに対応する第２アイ
コンを含むロック画面を生成する第１生成部を含む、請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記表示部には、複数のホーム画面が表示され、
　前記第１生成部は、最後に表示されたホーム画面に含まれる第１アイコンに対応する第
２アイコンを含むロック画面を生成する第２生成部を含む、請求項１記載の携帯端末。
【請求項４】
　カメラモジュール、および
　前記カメラモジュールの出力に基づくプレビュー画像を、前記ロック画面に表示するプ
レビュー画像表示部をさらに備える、請求項１ないし３いずれかに記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記プレビュー画像表示部は、カメラアプリケーションに関連する第２アイコンが表示
されているときに、プレビュー画像を前記ロック画面の背景として表示する、請求項４記
載の携帯端末。
【請求項６】
　少なくとも第１アイコンを含むホーム画面を表示する表示部および前記表示部に設けら
れるタッチパネルを有し、タッチ操作に基づく所定の処理の実行を制限するロック状態が
設定される、携帯端末のプロセッサを、
　前記第１アイコンに対応する第２アイコンを含むロック画面を生成する生成部、
　前記ロック状態が設定されている状態で前記表示部の電源がオンとなったとき、前記ロ
ック画面を表示する表示処理部、
　前記ロック画面が表示されているときに、少なくとも前記第２アイコンに対してタッチ
する操作を含む解除操作がされたとき、前記ロック状態を解除する解除部、および
　前記ロック画面が表示されているときに、少なくとも前記第２アイコンに対してタッチ
する操作を含む解除操作がされたとき、当該第２アイコンに対応する第１アイコンに基づ
く処理を実行する実行部として機能させる、ロック状態制御プログラム。
【請求項７】
　少なくとも第１アイコンを含むホーム画面を表示する表示部および前記表示部に設けら
れるタッチパネルを有し、タッチ操作に基づく所定の処理の実行を制限するロック状態が
設定される、携帯端末のロック状態制御方法であって、
　前記第１アイコンに対応する第２アイコンを含むロック画面を生成し、
　前記ロック状態が設定されている状態で前記表示部の電源がオンとなったとき、前記ロ
ック画面を表示し、
　前記ロック画面が表示されているときに、少なくとも前記第２アイコンに対してタッチ
する操作を含む解除操作がされたとき、前記ロック状態を解除し、そして
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　前記ロック画面が表示されているときに、少なくとも前記第２アイコンに対してタッチ
する操作を含む解除操作がされたとき、当該第２アイコンに対応する第１アイコンに基づ
く処理を実行する、ロック状態制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、携帯端末、ロック状態制御プログラムおよびロック状態制御方法に関し、
特にロック状態を設定することが出来る、携帯端末、ロック状態制御プログラムおよびロ
ック状態制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロック状態を設定することが出来る携帯端末の一例が特許文献１に開示されている。特
許文献１の携帯端末装置では、ダブルタップする操作などのジェスチャが動作場面毎に登
録される。そして、タッチパネルの動作が停止しているときに、タッチパネルに対して、
動作場面に応じたジェスチャが行われると、タッチパネルが停止状態から正常動作に復帰
する。
【特許文献１】特開平11-203045号公報［G06F 3/033, G06F 3/00, H04Q 7/38, H04M 1/02
, H04M 1/23］
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１の携帯端末装置では、ユーザは、複数の動作場面を登録する場合、複数の動
作場面と、それらに対応するジェスチャとを全て記憶しなければならない。そして、ユー
ザがタッチパネルを停止状態から正常動作に復帰させるときに、ジェスチャと動作場面と
の対応関係を忘れてしまうと、ユーザは携帯端末装置を思った通りに操作できなくなって
しまう。
【０００４】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、新規な、携帯端末、ロック状態制御プログラム
およびロック状態制御方法を提供することである。
【０００５】
　この発明の他の目的は、ユーザの操作性を向上させる、携帯端末、ロック状態制御プロ
グラムおよびロック状態制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、上記の課題を解決するために、以下の構成を採用した。なお、括弧内の参
照符号および補足説明等は、この発明の理解を助けるために記述する実施形態との対応関
係を示したものであって、この発明を何ら限定するものではない。
【０００７】
　第１の発明は、少なくとも第１アイコンを含むホーム画面を表示する表示部および表示
部に設けられるタッチパネルを有し、タッチ操作に基づく所定の処理の実行を制限するロ
ック状態が設定される、携帯端末であって、第１アイコンに対応する第２アイコンを含む
ロック画面を生成する生成部、ロック状態が設定されている状態で表示部の電源がオンと
なったとき、ロック画面を表示する表示処理部、ロック画面が表示されているときに、少
なくとも第２アイコンに対してタッチする操作を含む解除操作がされたとき、ロック状態
を解除する解除部、およびロック画面が表示されているときに、少なくとも第２アイコン
に対してタッチする操作を含む解除操作がされたとき、当該第２アイコンに対応する第１
アイコンに基づく処理を実行する実行部を備える、携帯端末である。
【０００８】
　第１の発明では、携帯端末（１０：実施例において対応する部分を例示する参照符号。
以下、同じ。）は、たとえば複数の第１アイコン（機能アイコン）が含まれるホーム画面
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が表示部（１４）に表示される。この表示部にはタッチパネル（１６）が設けられており
、第１アイコンに対してタッチ操作がされると、その第１アイコンに関連する処理（アプ
リケーションなど）が実行される。また、たとえば表示部の電源がオフになるとタッチ操
作に基づく所定の処理の実行を制限するロック状態が設定される。生成部（３０，Ｓ３，
Ｓ５）は、たとえばロック状態に移行する前に、第１アイコンに対応する第２アイコン（
解除アイコン）を含むロック画面を生成する。表示処理部（３０，Ｓ２７）は、ロック状
態が設定されている状態で表示部の電源がオンになると、生成したロック画面を表示部に
表示する。解除部（３０，Ｓ４１）は、生成されたロック画面が表示されている状態で、
第２アイコンをタッチする操作を含む解除操作がされると、ロック状態を解除する。実行
部（３０，Ｓ４３）は、上述したように解除操作がされると、その第２アイコンに対応す
る第１アイコンに基づく処理を実行する。
【０００９】
　第１の発明によれば、ユーザはホーム画面を操作するような感覚で、ロック状態を解除
すると共に、任意の処理を実行することが出来る。そのため、ロック画面におけるユーザ
の操作性が向上する。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明に従属し、表示部には、複数のホーム画面が表示され、第１
生成部は、指定されたホーム画面に含まれる第１アイコンに対応する第２アイコンを含む
ロック画面を生成する第１生成部を含む。
【００１１】
　第２の発明では、表示部には、たとえば第１ホーム画面および第２ホーム画面が表示さ
れる。たとえば、ユーザによって第１ホーム画面が指定されている場合、第１生成部（３
０，Ｓ３）は、第１ホーム画面に含まれる第１アイコンに対応する第２アイコンを含むロ
ック画面を生成する。
【００１２】
　第２の発明によれば、ユーザは生成されるロック画面の元のホーム画面を任意に指定す
ることが出来る。
【００１３】
　第３の発明は、第１の発明に従属し、表示部には、複数のホーム画面が表示され、第１
生成部は、最後に表示されたホーム画面に含まれる第１アイコンに対応する第２アイコン
を含むロック画面を生成する第２生成部を含む。
【００１４】
　第３の発明では、表示部には、第２の発明と同様、たとえば第１ホーム画面および第２
ホーム画面が表示される。第２生成部（３０，Ｓ５）は、アプリケーションが実行される
前に表示されていたホーム画面、つまり最後に表示されたホーム画面に含まれる第１アイ
コンに対応する第２アイコンを含むロック画面を生成する。
【００１５】
　第３の発明によれば、最後に表示されたホーム画面に基づいてロック画面が生成される
ため、ユーザはロック画面に表示される第２アイコンを把握しやすくなる。
【００１６】
　第４の発明は、第１の発明ないし第３の発明のいずれかに従属し、カメラモジュール、
およびカメラモジュールの出力に基づくプレビュー画像を、ロック画面に表示するプレビ
ュー画像表示部をさらに備える。
【００１７】
　第４の発明では、カメラアプリケーションが実行されると、カメラモジュール（５０）
の電源がオンにされる。たとえば、プレビュー画像表示部（３０，Ｓ３３）は、カメラア
プリケーションが実行されているときに、カメラモジュールの出力に基づくプレビュー画
像を、ロック画面の背景として表示する。
【００１８】
　第５の発明は、第４の発明に従属し、プレビュー画像表示部は、カメラアプリケーショ
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ンに関連する第２アイコンが表示されているときに、プレビュー画像をロック画面の背景
として表示する。
【００１９】
　第５の発明では、カメラアプリケーションが実行可能なときに、プレビュー画像はロッ
ク画面の背景として表示される。
【００２０】
　第４の発明および第５の発明によれば、ロック状態であっても、ユーザは撮影を行いや
すくなる。
【００２１】
　第６の発明は、少なくとも第１アイコンを含むホーム画面を表示する表示部（１４）お
よび表示部に設けられるタッチパネルを有し、タッチ操作に基づく所定の処理の実行を制
限するロック状態が設定される、携帯端末（１０）のプロセッサ（３０）を、第１アイコ
ンに対応する第２アイコンを含むロック画面を生成する生成部（Ｓ３，Ｓ５）、ロック状
態が設定されている状態で表示部の電源がオンとなったとき、ロック画面を表示する表示
処理部（Ｓ２７）、ロック画面が表示されているときに、少なくとも第２アイコンに対し
てタッチする操作を含む解除操作がされたとき、ロック状態を解除する解除部（Ｓ４１）
、およびロック画面が表示されているときに、少なくとも第２アイコンに対してタッチす
る操作を含む解除操作がされたとき、当該第２アイコンに対応する第１アイコンに基づく
処理を実行する実行部（Ｓ４３）として機能させる、ロック状態制御プログラムである。
【００２２】
　第６の発明でも、第１の発明と同様、ユーザはホーム画面を操作するような感覚で、ロ
ック状態を解除すると共に、任意の処理を実行することが出来る。そのため、ロック画面
におけるユーザの操作性が向上する。
【００２３】
　第７の発明は、少なくとも第１アイコンを含むホーム画面を表示する表示部（１４）お
よび前記表示部に設けられるタッチパネル（１６）を有し、タッチ操作に基づく所定の処
理の実行を制限するロック状態が設定される、携帯端末（１０）のロック状態制御方法で
あって、前記第１アイコンに対応する第２アイコンを含むロック画面を生成し（Ｓ３，Ｓ
５）、前記ロック状態が設定されている状態で前記表示部の電源がオンとなったとき、前
記ロック画面を表示し（Ｓ２７）、前記ロック画面が表示されているときに、少なくとも
前記第２アイコンに対してタッチする操作を含む解除操作がされたとき、前記ロック状態
を解除し（Ｓ４１）、そして前記ロック画面が表示されているときに、少なくとも前記第
２アイコンに対してタッチする操作を含む解除操作がされたとき、当該第２アイコンに対
応する第１アイコンに基づく処理を実行する（Ｓ４３）、ロック状態制御方法である。
【００２４】
　第７の発明でも、第１の発明と同様、ユーザはホーム画面を操作するような感覚で、ロ
ック状態を解除すると共に、任意の処理を実行することが出来る。そのため、ロック画面
におけるユーザの操作性が向上する。
【発明の効果】
【００２５】
　この発明によれば、ロック画面におけるユーザの操作性が向上する。
【００２６】
　この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の
実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１はこの発明の一実施例の携帯電話機を示す外観図であり、図１（Ａ）は携帯
電話機の主面の外観を示し、図１（Ｂ）は携帯電話機の他面の外観を示す。
【図２】図２は図１に示す携帯電話機の電気的な構成を示す図解図である。
【図３】図３は図１に示すディスプレイに表示される第１ホーム画面の一例を示す図解図
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である。
【図４】図４は図１に示すディスプレイに表示されるホーム画面を変更する操作の一例を
示す図解図であり、図４（Ａ）は第１ホーム画面に対する操作の一例を示し、図４（Ｂ）
はホーム画面を変更する操作によって表示された第２ホーム画面の一例を示す。
【図５】図５は図３に示す機能アイコンに関連する処理を実行するタッチ操作の一例を示
す図解図であり、図５（Ａ）は機能アイコンに対するタッチ操作の一例を示し、図５（Ｂ
）は実行された処理によって表示された画面の一例を示す。
【図６】図６は図１に示すディスプレイに表示されるロック画面の一例を示す図解図であ
る。
【図７】図７は図６に示すロック画面に対して行われる解除操作の一例を示す図解図であ
り、図７（Ａ）はロックオブジェクトに対するタッチ操作の一例を示し、図７（Ｂ）は解
除アイコンに対するタッチ操作の一例を示し、図７（Ｃ）は図７（Ｂ）に示す解除アイコ
ンに関連するアプリケーションが実行されている状態の一例を示す。
【図８】図８は図１に示すディスプレイ１４に表示される設定画面で行われるタッチ操作
の一例を示し、図８（Ａ）は設定画面の表示の一例を示し、図８（Ｂ）は設定画面に対す
る操作の一例を示し、図８（Ｃ）は設定画面の表示の他の一例を示す。
【図９】図９は図１に示すディスプレイに表示されるロック画面の他の一例を示す図解図
である。
【図１０】図１０は図２に示すＲＡＭのメモリマップの一例を示す図解図である。
【図１１】図１１は図２に示すプロセッサのロック画面生成処理の一例を示すフロー図で
ある。
【図１２】図１２は図２に示すプロセッサのロック状態解除処理の一部の一例を示すフロ
ー図である。
【図１３】図１３は図２に示すプロセッサのロック状態解除処理の他の一部の一例であっ
て、図１２に後続するフロー図である。
【図１４】図１４は図１に示すディスプレイに表示されるロック画面のその他の一例を示
す図解図である。
【図１５】図１５は図１に示すディスプレイに表示されるロック画面のさらにその他の一
例を示す図解図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１（Ａ），（Ｂ）を参照して、この発明の一実施例の携帯電話機１０は、一例として
スマートフォン（smart phone）であり、縦長の扁平矩形のハウジング１２を含む。ただ
し、この発明は、タブレット端末、ＰＤＡなど任意の携帯端末に適用可能であることを予
め指摘しておく。
【００２９】
　ハウジング１２の一方主面（表面）には、表示部として機能する、たとえば液晶や有機
ＥＬなどのディスプレイ１４が設けられる。ディスプレイ１４の上には、タッチパネル１
６が設けられる。したがって、この実施例の携帯電話機１０では、後述のハードキーの操
作によるものを除く大部分の入力操作は、このタッチパネル１６を介して行われる。
【００３０】
　ハウジング１２の縦方向一端の主面側にスピーカ１８が内蔵され、縦方向他端の主面側
にマイク２０が内蔵される。
【００３１】
　ハウジング１２の一方主面には、タッチパネル１６と共に入力操作手段を構成するハー
ドキーとして、この実施例では、通話キー２２ａ、終話キー２２ｂおよびホームキー２２
ｃが設けられる。
【００３２】
　また、ハウジング１２の他面（裏面）の縦方向一端には、カメラモジュール５０（図２
参照）に通じるレンズ開口２４が設けられている。
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【００３３】
　たとえば、ユーザは、ディスプレイ１４に表示されたダイヤルキーに対して、タッチパ
ネル１６によってタッチ操作を行うことで電話番号を入力でき、通話キー２２ａを操作し
て音声通話を開始することが出来る。終話キー２２ｂを操作すれば、音声通話を終了する
ことが出来る。なお、この終話キー２２ｂを長押しすることによって、携帯電話機１０の
電源をオン／オフすることが出来る。
【００３４】
　また、ホームキー２２ｃを操作すれば、ディスプレイ１４にデフォルトのホーム画面（
図３参照）が表示される。ユーザは、その状態でディスプレイ１４に表示されている機能
アイコン（第１アイコン）に対して、タッチパネル１６によるタッチ操作を行うことによ
って、機能アイコンに関連する処理を実行することが出来る。なお、本実施例における、
「機能アイコンに関連する処理」には、アプリケーションの処理、メニュー画面などに遷
移する処理などが含まれる。
【００３５】
　さらに、詳細な説明は後述するが、カメラアプリケーションが実行されると、カメラモ
ジュール５０の電源がオンにされ、ディスプレイ１４に被写界と対応するプレビュー画像
（スルー画像）が表示される。そして、ユーザは、レンズ開口２４が設けられている他面
を被写体に向けて撮影操作を行うことで、被写体を撮影することが出来る。
【００３６】
　図２を参照して、図１に示す実施例の携帯電話機１０は、コンピュータまたはＣＰＵと
呼ばれるプロセッサ３０などを含む。プロセッサ３０には、無線通信回路３２、Ａ／Ｄ変
換器３６、Ｄ／Ａ変換器３８、入力装置４０、表示ドライバ４２、フラッシュメモリ４４
、ＲＡＭ４６、タッチパネル制御回路４８およびカメラモジュール５０などが接続される
。
【００３７】
　プロセッサ３０は、携帯電話機１０の全体制御を司る。記憶部として機能するＲＡＭ４
６には、フラッシュメモリ４４に予め設定されているプログラムの全部または一部が使用
に際して展開され、プロセッサ３０はこのＲＡＭ４６上のプログラムに従って動作する。
なお、ＲＡＭ４６はさらに、プロセッサ３０のワーキング領域ないしバッファ領域として
用いられる。
【００３８】
　入力装置４０は、図１に示すタッチパネル１６、ハードキー２２を含むものである。そ
のため、タッチパネル１６に対するユーザからのタッチ操作や、ハードキー２２に対する
ユーザからのキー操作を受け付ける操作受付部を構成する。ユーザが操作したハードキー
の情報（キーデータ）はプロセッサ３０に入力される。
【００３９】
　無線通信回路３２は、アンテナ３４を通して、音声通話やメールなどのための電波を送
受信するための回路である。実施例では、無線通信回路３２は、ＣＤＭＡ方式での無線通
信を行うための回路である。たとえば、ユーザが入力装置４０を操作して電話発信（発呼
）を指示すると、無線通信回路３２は、プロセッサ３０の指示の下、電話発信処理を実行
し、アンテナ３４を介して電話発信信号を出力する。電話発信信号は、基地局および通信
網を経て相手の電話機に送信される。そして、相手の電話機において着信処理が行われる
と、通信可能状態が確立され、プロセッサ３０は通話処理を実行する。
【００４０】
　Ａ／Ｄ変換器３６には図１に示すマイク２０が接続され、マイク２０からの音声信号は
Ａ／Ｄ変換器３６を通してディジタルの音声データとしてプロセッサ３０に入力される。
Ｄ／Ａ変換器３８にはスピーカ１８が接続される。Ｄ／Ａ変換器３８は、ディジタルの音
声データを音声信号に変換して、アンプを介してスピーカ１８に与える。したがって、音
声データに基づく音声がスピーカ１８から出力される。
【００４１】
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　表示ドライバ４２には図１に示すディスプレイ１４が接続され、したがって、ディスプ
レイ１４はプロセッサ３０から出力される映像または画像データに従って映像または画像
を表示する。つまり、表示ドライバ４２は、プロセッサ３０の指示の下、当該表示ドライ
バ４２に接続されたディスプレイ１４の表示を制御する。また、表示ドライバ４２は表示
する画像データを一時的に記憶するビデオメモリを含む。ディスプレイ１４には、たとえ
ばＬＥＤなどを光源とするバックライトが設けられており、表示ドライバ４２はプロセッ
サ３０の指示に従って、そのバックライトの明るさや、点灯／消灯を制御する。
【００４２】
　タッチパネル制御回路４８には、図１に示すタッチパネル１６が接続される。タッチパ
ネル制御回路４８は、タッチパネル１６に必要な電圧などを付与するとともに、タッチパ
ネル１６に対するユーザによるタッチの開始を示すタッチ開始信号、ユーザによるタッチ
の終了を示す終了信号、およびユーザがタッチしたタッチ位置を示す座標データをプロセ
ッサ３０に入力する。したがって、プロセッサ３０はこの座標データに基づいて、ユーザ
がディスプレイ１４に表示されるどのオブジェクトにタッチしたかを判断することが出来
る。
【００４３】
　実施例では、タッチパネル１６は、その表面と表面に接近した指などの物体との間に生
じる静電容量の変化を検出する静電容量方式でタッチパネルである。タッチパネル１６は
、たとえば１本または複数本の指がタッチパネル１６に触れたことを検出する。そのため
、タッチパネル１６はポインティングデバイスとも呼ばれる。タッチパネル制御回路４８
は検出部として機能し、タッチパネル１６のタッチ有効範囲内でのタッチ操作を検出して
、そのタッチ操作の位置を示す座標データをプロセッサ３０に出力する。つまり、ユーザ
は、タッチパネル１６の表面に対してタッチ操作を行うことによって、操作位置や、操作
方向などを携帯電話機１０に入力する。
【００４４】
　本実施例のタッチ操作には、タップ操作、ロングタップ操作、フリック操作、スライド
操作などが含まれる。
【００４５】
　タップ操作は、タッチパネル１６の表面に指を接触（タッチ）させた後、短時間のうち
にタッチパネル１６の表面から指を離す（リリースする）操作である。ロングタップ操作
は、所定時間以上、指をタッチパネル１６の表面に接触させ続けた後、指をタッチパネル
１６の表面から離す操作である。フリック操作は、タッチパネル１６の表面に指を接触さ
せ、任意の方向へ所定速度以上で指を弾く操作である。スライド操作は、タッチパネル１
６の表面に指を接触させたまま任意の方向へ移動させた後、タッチパネル１６の表面から
指を離す操作である。
【００４６】
　また、上記のスライド操作には、ディスプレイ１４の表面に表示されたオブジェクトに
指を触れ、オブジェクトを移動させるスライド操作、いわゆるドラッグ操作も含まれる。
【００４７】
　なお、以下の説明では、ドラッグ操作の後、タッチパネル１６の表面から指を離す操作
をドロップ操作と呼ぶ。また、タッチ操作、ロングタップ操作、フリック操作、スライド
操作、ドラッグ操作およびドロップ操作は、それぞれ「操作」を省略して記述することが
ある。
【００４８】
　また、タッチパネル１６の検出方式には、上述した静電容量方式に代えて、抵抗膜方式
、超音波方式、赤外線方式および電磁誘導方式などが採用されてもよい。また、タッチ操
作はユーザの指だけに限らず、スタイラスペンなどによって行われてもよい。
【００４９】
　また、本実施例のオブジェクトには、携帯電話機１０の状態を示すピクト、機能を実行
するためのアイコン、ウィジェット（ガジェット）、ファイル、フォルダなどが含まれる
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。
【００５０】
　カメラモジュール５０は制御回路、レンズおよびイメージセンサなどを含む。プロセッ
サ３０は、カメラアプリケーションを実行する操作がされると、制御回路およびイメージ
センサを起動する。そして、イメージセンサから出力された信号に基づく画像データがプ
ロセッサ３０に入力されると、被写体に対応するプレビュー画像がディスプレイ１４に表
示される。
【００５１】
　本実施例の携帯電話機１０は、電話機能のほかに、メールおよびアラームなどのアプリ
ケーションを実行することが可能である。
【００５２】
　図３はディスプレイ１４に表示されるホーム画面の一例を示す図解図である。ディスプ
レイ１４の表示範囲は、状態表示領域６０および機能表示領域６２を含む。状態表示領域
６０には、アンテナ３４による電波受信状態を示すピクト、二次電池の残電池容量を示す
ピクトおよび日時が表示される。また、機能表示領域６２には、複数の機能アイコン（第
１アイコン）を含むホーム画面が表示されている。
【００５３】
　また、本実施例の携帯電話機１０には、複数のホーム画面が設定されており、ホーム画
面の上側には、表示されているホーム画面を示すインジケータＩＧが表示されている。た
とえば、図３に示すインジケータＩＧには２つの図形が含まれていることから、２つのホ
ーム画面が設定されていることが分かる。また、左側の図形がカーソルによって選択され
ていることから、図３では２つのホーム画面の内、左側のホーム画面が現在表示されてい
ることが分かる。なお、以下の説明では、図３に示す左側のホーム画面を第１ホーム画面
と言う。
【００５４】
　図４（Ａ），（Ｂ）を参照して、第１ホーム画面が表示されている状態で、左方向にス
ライドするタッチ操作がされると、右側のホーム画面（第２ホーム画面）がディスプレイ
１４に表示される。第２ホーム画面には、第１ホーム画面とは異なる機能アイコンが表示
され、インジケータＩＧは右側の図形がカーソルによって選択された状態になる。また、
図示は省略するが、第２ホーム画面が表示されている状態で、右方向にスライドするタッ
チ操作がされると、第１ホーム画面が再び表示される。以下、上述したようにディスプレ
イ１４の表示を切り替える操作を画面切り替え操作と言う。
【００５５】
　また、任意の機能アイコンに対して一定時間以上のタッチ操作がされると、ユーザはタ
ッチ操作によって機能アイコンの表示位置を任意に変更することが出来る。また、ユーザ
は、ホーム画面の数を任意に変更することが出来る。さらに、ユーザは、新たに追加した
ホーム画面に、他のホーム画面に表示されている機能アイコンを任意に移動させることも
出来る。
【００５６】
　なお、本実施例では、一番左側に設定されているホーム画面、つまり第１ホーム画面が
、ホームキー２２ｃが操作されたときに表示されるデフォルトのホーム画面とされる。
【００５７】
　図５（Ａ），（Ｂ）はホーム画面からアプリケーションを実行する操作の一例を示す図
解図である。たとえば、図５（Ａ）に示すように、ユーザがカメラアプリケーションに関
連する機能アイコンに対してタッチ操作を行うと、カメラアプリケーションが実行される
。カメラアプリケーションが実行されると、図５（Ｂ）に示すように、プレビュー画像が
機能表示領域６２に表示される。そして、ユーザは、機能表示領域６２における任意の位
置にタッチ操作を行うことで、撮影を行うことが出来る。
【００５８】
　ここで、本実施例の携帯電話機１０は、タッチパネル１６に対するユーザの意図しない
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入力による誤操作を防止するために、タッチ操作に基づく所定の処理の実行を制限するロ
ック状態を設定することが出来る。たとえば、終話キー２２ｂが操作されると、ディスプ
レイ１４およびタッチパネル１６の電源がオフにされると共にロック状態が設定される。
この状態で、ホームキー２２ｃなどが操作されると、ディスプレイ１４およびタッチパネ
ル１６の電源がオンとなり、ロック画面が表示され、ロック状態の解除操作が受け付けら
れるようになる。
【００５９】
　そして、本実施例は、ロック状態を解除するためのロック画面が、ホーム画面に基づい
て生成される。このようにして生成されたロック画面では、ユーザは、ロック状態を解除
すると共に、任意の処理を実行することが出来る。
【００６０】
　図６は第１ホーム画面に基づいて生成されたロック画面を示す図解図である。ロック画
面には、第１ホーム画面に含まれていた機能アイコンに対応する解除アイコンが表示され
る。解除アイコンは、対応する機能アイコンと同じ画像データが利用されるため、見た目
は機能アイコンと略同じである。ただし、解除アイコンに対してタッチ操作を行ったとし
ても、機能アイコンに対するタッチ操作と同じように、アプリケーションが実行されるこ
とはない。
【００６１】
　また、ロック画面の下側には、ロック画面であることを示す表示とロックオブジェクト
ＲＯとが表示される。なお、ホーム画面に基づいて生成されたロック画面では、インジケ
ータＩＧは表示されない。このような態様により、ユーザは携帯電話機１０がロック状態
であることを認識することが出来る。
【００６２】
　図７（Ａ）－（Ｃ）を参照して、ロック状態を解除するための解除操作について説明す
る。ユーザがロックオブジェクトＲＯに対して指をタッチした後、指を任意のアプリケー
ションに対応する解除アイコンの方へスライドすると、ロックオブジェクトＲＯは解除操
作を受け付けていることを示すために色が反転する。この状態で、ユーザがメールアプリ
ケーションに対応する解除オブジェクトの表示位置まで指をスライドしてリリースすると
、ロック状態が解除され、メールアプリケーションが実行される。なお、図面ではスライ
ドの軌跡を図示したが、実際にはスライドの軌跡は表示されない。
【００６３】
　このように、ホーム画面に基づいて生成されたロック画面を表示することで、ユーザは
ホーム画面を操作するような感覚で、ロック状態を解除すると共に、任意のアプリケーシ
ョンを実行することが出来る。より具体的には、たとえばユーザはホーム画面に表示され
たアイコンと同様に配列されたロック画面上の解除アイコンを操作することで、ロック状
態を解除すると共に、任意のアプリケーションを実行することが出来るようになる。その
ため、ロック画面におけるユーザの操作性が向上する。
【００６４】
　なお、本実施例では、解除操作を受け付けていることを示すためにロックオブジェクト
ＲＯの色を反転させたが、他の実施例では、バイブレータによる振動や、音などによって
ユーザに通知されてもよい。
【００６５】
　ここで、初期状態では、最後に表示されているホーム画面に基づいてロック画面が生成
される。たとえば、第１ホーム画面が表示されている状態でロック状態が設定されると第
１ホーム画面に基づいてロック画面が生成され、第２ホーム画面が表示されている状態で
ロック状態が設定されると第２ホーム画面に基づいてロック画面が生成される。
【００６６】
　また、第１ホーム画面の機能アイコンを利用してアプリケーションが実行されていると
きにロック状態が設定されると、最後に表示されていたホーム画面は第１ホーム画面であ
ると判断され、第１ホーム画面に基づいてロック画面が生成される。このように、最後に
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表示されたホーム画面に基づいてロック画面が生成されるため、ユーザはロック画面に表
示される解除アイコンを把握しやすくなる。
【００６７】
　ただし、ユーザは、ロック画面を生成するためのホーム画面を、任意に指定することが
出来る。図８（Ａ）に示すように、ロック状態の設定画面には、携帯電話機１０に設定さ
れているホーム画面に対応するキーがそれぞれ表示される。なお、設定画面の初期状態で
は、ホーム画面は指定されていない。
【００６８】
　図８（Ａ）－（Ｃ）を参照して、本実施例では、２つのホーム画面が設定されているた
め、第１ホーム画面に対応する第１指定キー７０および第２ホーム画面に対応する第２指
定キー７２が表示されている。また、後述するプレビュー画像の表示に関連するキーとし
てＯＮキー７４およびＯＦＦキー７６も表示される。
【００６９】
　図８（Ａ）に示す状態で、第１指定キー７０に対してタッチ操作がされると、第１指定
キー７０の色が反転する。第１指定キー７０の色が反転した状態では、ロック画面を生成
するためのホーム画面として、第１ホーム画面が指定されている状態となる。第１ホーム
画面が指定されている状態でロック状態が設定されると、ディスプレイ１４の表示に関係
なく、第１ホーム画面に基づいてロック画面が生成される。たとえば、ユーザは、第１ホ
ーム画面に任意の機能アイコンを配置することで、ロック画面に表示される解除アイコン
を任意に設定することが出来る。このように、ユーザは生成されるロック画面の元のホー
ム画面を任意に指定することが出来る。
【００７０】
　また、図示は省略するが、第２指定キー７２に対してタッチ操作がされると第２指定キ
ー７２の色が反転し、ロック画面を生成するためのホーム画面として、第２ホーム画面が
指定されている状態となる。
【００７１】
　なお、他の実施例では、デフォルトで表示されるホーム画面が、予め指定された状態で
あってもよい。
【００７２】
　また、図９を参照して、カメラアプリケーションと対応する解除アイコン（以下、カメ
ラアイコンと言う。）がロック画面に表示されている場合、プレビュー画像がロック画面
の背景として表示される。この状態では、カメラアイコンの色が反転した状態となり、カ
メラアイコンに対してタッチ操作が行われると、撮影処理が実行される。つまり、このよ
うな状態では、ユーザは、ロック状態を解除することなく、撮影操作を行うことが出来る
。
【００７３】
　また、ロック画面にプレビュー画像を表示するか否かは、設定画面のＯＮキー７４およ
びＯＦＦキー７６によって設定することが出来る。たとえば、ユーザは、ロック画面にプ
レビュー画像を表示する場合はＯＮキー７４に対してタッチすればよいし、表示しない場
合はＯＦＦキー７６に対してタッチすればよい。そして、これらのキーも、タッチされる
と色が反転した状態になる。このように、ロック状態であっても、ユーザは撮影を行いや
すくなる。
【００７４】
　なお、ロック画面の背景にプレビュー画像が表示されている状態では、カメラアイコン
以外の解除アイコンは、半透明や色を薄くするなどして、プレビュー画像の表示を妨げな
いようにされてもよい。このような態様により、ユーザは、所望の画像の撮影をさらに容
易に行うことが出来るようになる。
【００７５】
　なお、ディスプレイ１４の表示が一定時間変化しなくても、ディスプレイ１４は自動的
にオフにされ、ロック状態が設定される。
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【００７６】
　また、本実施例のロック状態では、ロック画面が表示されるまでは、ディスプレイ１４
およびタッチパネル１６の電源がオフにされているため、携帯電話機１０の消費電力が抑
えられる。ただし、他の実施例では、タッチパネル１６の電源をオフにすることなく、プ
ロセッサ３０が入力されたタッチ操作を処理しないことで、タッチ操作を無効にしてもよ
い。
【００７７】
　また、他の実施例では、ロックオブジェクトＲＯが任意の方向にフリックされた場合は
、ロック状態が解除され、ホーム画面が表示されてもよい。また、携帯電話機１０のディ
スプレイ１４が感圧センサを含み、バイブレータによるタッチ操作のフィードバック処理
が行われる場合、タッチパネル１６を押下するタッチ操作（以下、クリック操作）によっ
て解除アイコンが操作されれば、ロック状態が解除されると共に、解除アイコンに関連す
る処理が実行されてもよい。
【００７８】
　上述では実施例の特徴を概説した。以下では、図１０に示すメモリマップおよび図１１
－図１３に示すフロー図を用いて詳細に説明する。
【００７９】
　図１０を参照して、図２に示すＲＡＭ４６には、プログラム記憶領域３０２とデータ記
憶領域３０４とが形成される。プログラム記憶領域３０２は、先に説明したように、フラ
ッシュメモリ４４（図２）に予め設定しているプログラムデータの一部または全部を読み
出して記憶（展開）しておくための領域である。
【００８０】
　プログラム記憶領域３０２には、ロック画面生成プログラム３１０およびロック状態解
除プログラム３１２などが記憶される。ロック画面生成プログラム３１０は、ホーム画面
に基づいてロック画面を生成するためのプログラムである。ロック状態解除プログラム３
１２は、ロック状態を解除したり、ロック状態の解除と共に機能を実行したりするための
プログラムである。また、ロック画面生成プログラム３１０およびロック状態解除プログ
ラム３１２は、まとめてロック状態制御プログラムと呼ばれることもある。
【００８１】
　なお、プログラム記憶領域３０２には、メールアプリケーションおよびアラームアプリ
ケーションなどを実行するためのプログラムも含まれる。
【００８２】
　続いて、ＲＡＭ４６のデータ記憶領域３０４には、タッチバッファ３３０、プレビュー
画像バッファ３３２およびホーム画像バッファ３３４などが記憶される。また、データ記
憶領域３０４には、タッチ座標マップ３３６、ホーム画面データ３３８、ロック画面デー
タ３４０および設定データ３４２などが記憶されると共に、タッチフラグ３４４およびロ
ックフラグ３４６なども設けられる。
【００８３】
　タッチバッファ３３０には、タッチパネル制御回路４８が出力するタッチ座標のデータ
が記憶される。プレビュー画像バッファ３３２には、カメラモジュール５０から出力され
た画像が一時的に記憶される。また、プレビュー画像を表示する際には、プレビュー画像
バッファ３３２から画像データが読み出される。ホーム画面バッファ３３４は、現在表示
されているホーム画面が一時的に記憶される。また、ホーム画面バッファ３３４は、新し
いホーム画面が再び表示されるまでは前のホーム画面のデータが削除されない。そのため
、ホーム画面からアプリケーションが実行されたとしても、ホーム画面の表示データはホ
ーム画面バッファ３３４によって保持される。
【００８４】
　タッチ座標マップ３３６は、タッチ操作におけるタッチ座標と、ディスプレイ１４の表
示座標とを対応付けるためのデータである。つまり、タッチ座標マップ３３６に基づいて
、タッチパネル１６に対して行われたタッチ操作の結果が、ディスプレイ１４の表示に反
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映される。
【００８５】
　ホーム画面データ３３８は、設定されているホーム画面、たとえば第１ホーム画面およ
び第２ホーム画面を表示するためのデータである。ロック画面データ３４０は、ロック画
面生成プログラム３１０によって生成されたロック画面のデータである。設定データ３４
２は、設定画面において設定された結果と対応するデータである。そのため、設定画面で
設定が変更されると、設定データ３４２の内容も変更される。
【００８６】
　タッチフラグ３４４は、タッチパネル１６に対してタッチされているか否かを判断する
ためのフラグである。たとえば、タッチフラグ３４４は、１ビットのレジスタで構成され
る。タッチフラグ３４４がオン（成立）されると、レジスタにはデータ値「１」が設定さ
れる。一方、タッチフラグ３４４がオフ（不成立）されると、レジスタにはデータ値「０
」が設定される。なお、タッチフラグ３４４は、タッチパネル制御回路４８が出力する信
号に基づいてオン／オフが切り換えられる。
【００８７】
　また、ロックフラグ３４６は、ロック状態が設定されているか否かを示すためのフラグ
である。たとえば、ロックフラグ３４６は、ディスプレイ１４およびタッチパネル１６の
電源をオフにする処理に応じてオンにされる。また、ロックフラグ３４６は、上述したロ
ック状態解除プログラム３１０の処理に応じてオフにされる。そして、ロックフラグ３４
６の構成は、タッチフラグ３４４と略同じであるため、構成についての詳細な説明は省略
する。
【００８８】
　なお、データ記憶領域３０４には、待機状態で表示される画像データや、文字列のデー
タなどが記憶されると共に、携帯電話機１０の動作に必要なカウンタや、フラグも設けら
れる。
【００８９】
　プロセッサ３０は、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）およびＲＥＸなどのＬｉｎｕｘ（登録
商標）ベースのＯＳや、その他のＯＳの制御下で、図１１に示すロック画面生成処理、図
１２，図１３に示すロック状態解除処理などを含む複数のタスクを並列的に処理する。
【００９０】
　ロック画面生成処理は、ディスプレイ１４の電源がオフにされると開始される。ステッ
プＳ１でプロセッサ３０は、ホーム画面が指定されているか否かを判断する。つまり、設
定データ３４２を読み出し、任意のホーム画面が設定されている状態であるかが判断され
る。ステップＳ１で“ＹＥＳ”であれば、たとえば第１ホーム画面が指定されている状態
であれば、ステップＳ３でプロセッサ３０は、指定されているホーム画面に基づいてロッ
ク画面を生成する。たとえば、プロセッサ３０は、ホーム画面データ３３８から第１ホー
ム画面のデータを読み出し、ロック画面を生成する。また、ステップＳ３の処理を実行す
るプロセッサ３０は第１生成部として機能する。
【００９１】
　一方、ステップＳ１で“ＮＯ”であれば、たとえば図８（Ａ）に示すようにホーム画面
が指定されていなければ、ステップＳ５でプロセッサ３０は、最後に表示されていたホー
ム画面に基づいてロック画面を生成する。つまり、ホーム画面バッファ３３４から最後に
表示されたホーム画面のデータを読み出し、そのデータに基づいてロック画面が生成され
る。また、ステップＳ５の処理を実行するプロセッサ３０は第２生成部として機能する。
【００９２】
　なお、ステップＳ３，Ｓ５の処理で生成されたロック画面は、ロック画面データ３４０
としてＲＡＭ４６に保存される。また、ステップＳ３，Ｓ５の処理を実行するプロセッサ
３０は生成部として機能する。
【００９３】
　ステップＳ３またはステップＳ５の処理が終了すると、ステップＳ７でプロセッサ３０
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は、ロック状態を設定する。つまり、ロックフラグ３４６がオンにされる。そして、ステ
ップＳ７の処理が終わると、プロセッサ３０はロック画面生成処理を終了する。
【００９４】
　図１２はロック状態解除処理フロー図である。たとえば、ディスプレイ１４の電源をオ
ンにする操作がされると、ステップＳ２１でプロセッサ３０は、プレビューが有効か否か
を判断する。つまり、プロセッサ３０は、設定データ３４２を読み出し、ロック画面にプ
レビュー画像を表示する設定がされている状態であるかを判断する。ステップＳ２１で“
ＮＯ”であれば、つまりロック画面にプレビュー画像を表示する設定がされていなければ
、プロセッサ３０はステップＳ２５に進む。
【００９５】
　一方、ステップＳ２１で“ＹＥＳ”であれば、つまりロック画面にプレビュー画像を表
示する設定がされていれば、ステップＳ２３でプロセッサ３０は、カメラモジュール５０
の電源をオンにする。
【００９６】
　続いて、ステップＳ２５でプロセッサ３０は、ディスプレイ１４の電源をオンにする。
続いて、ステップＳ２７でプロセッサ３０は、ロック画面を表示する。つまり、プロセッ
サ３０は、生成されたロック画面と対応するロック画面データ３４０を読み出し、そのデ
ータに基づいて図６に示すようなロック画面を、ディスプレイ１４に表示する。なお、ス
テップＳ２７の処理を実行するプロセッサ３０は表示処理部として機能する。
【００９７】
　続いて、ステップＳ２９でプロセッサ３０は、カメラアイコンが表示されているか否か
を判断する。つまり、プロセッサ３０は、カメラアプリケーションと対応する解除オブジ
ェクトが、表示中のロック画面に含まれているかを判断する。ステップＳ２９で“ＮＯ”
であれば、つまりカメラアイコンがロック画面に表示されていなければ、プロセッサ３０
はステップＳ３５に進む。
【００９８】
　一方、ステップＳ２９で“ＹＥＳ”であれば、つまりカメラアイコンがロック画面に表
示されていれば、ステップＳ３１でプロセッサ３０は、ステップＳ２１と同様、プレビュ
ーが有効か否かを判断する。ステップＳ３１で“ＮＯ”であれば、つまりロック画面にプ
レビュー画像を表示する設定がされていなければ、プロセッサ３０はステップＳ３５に進
む。一方、ステップＳ３１で“ＹＥＳ”であれば、つまりロック画面にプレビュー画像を
表示する設定がされていれば、ステップＳ３３でプロセッサ３０は、プレビュー画像を表
示する。たとえば、プレビュー画像バッファ３３２からプレビュー画像を読み出して、図
９に示すようにロック画面の背景としてプレビュー画像をディスプレイ１４に表示する。
なお、ステップＳ３３の処理を実行するプロセッサ３０はプレビュー画像表示部として機
能する。
【００９９】
　続いて、ステップＳ３５でプロセッサ３０は、解除操作か否かを判断する。たとえば、
プロセッサ３０は、図７（Ａ），（Ｂ）に示すように、解除操作が行われたかを判断する
。ステップＳ３５で“ＮＯ”であれば、つまり解除操作が行われていなければ、ステップ
Ｓ３７でプロセッサ３０は、撮影操作がされたか否かを判断する。たとえば、プロセッサ
３０は、プレビュー画像が表示されている状態でカメラアイコンに対して、タッチ操作が
されたかを判断する。ステップＳ３７で“ＮＯ”であれば、たとえばプレビュー画像が表
示されていないか、プレビュー画像が表示されていても撮影操作がされていなければ、プ
ロセッサ３０はステップＳ３５に戻る。一方、ステップＳ３７で“ＹＥＳ”であれば、つ
まり撮影操作がされると、プロセッサ３０は、ステップＳ３９で撮影処理を実行して、ス
テップＳ３５に戻る。つまり、表示されているプレビュー画像に対応する画像が保存され
る。
【０１００】
　ステップＳ３５で“ＹＥＳ”であれば、つまり解除操作が行われると、ステップＳ４１
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でプロセッサ３０は、ロック状態を解除する。つまり、ロックフラグ３４６がオフにされ
る。続いて、ステップＳ４３でプロセッサ３０は、解除アイコンに基づいてアプリケーシ
ョンを実行する。たとえば、図７（Ｂ）に示すように、メールアプリケーションに対応す
る解除アイコンを利用して解除操作が行われた場合、プロセッサ３０はメールアプリケー
ションを実行する。
【０１０１】
　続いて、ステップＳ４５でプロセッサ３０は、ステップＳ２１と同様、プレビューが有
効か否かを判断する。ステップＳ４５で“ＮＯ”であれば、つまりロック画面にプレビュ
ー画像を表示する設定がされていなければ、プロセッサ３０はロック状態解除処理を終了
する。一方、ステップＳ４５で“ＹＥＳ”であれば、つまりロック画面にプレビュー画像
を表示する設定がされていれば、ステップＳ４７でプロセッサ３０は、カメラアプリケー
ションが実行されたか否かを判断する。ステップＳ４７で“ＮＯ”であれば、つまりカメ
ラアプリケーションが実行されていれば、プロセッサ３０はロック状態解除処理を終了す
る。一方、ステップＳ４７で“ＮＯ”であれば、カメラアプリケーションが実行されてい
なければ、ステップＳ４９でプロセッサ３０は、カメラモジュール５０の電源をオフにす
る。つまり、カメラモジュール５０を動作させておく必要が無いため、カメラモジュール
５０の電源がオフにされる。そして、ステップＳ４９の処理が終了すると、プロセッサ３
０はロック状態解除処理を終了する。
【０１０２】
　なお、他の実施例では、ホーム画面に基づくロック画面ではなく、図１４に示すタイル
型のロック画面や、図１５に示すリスト型のロック画面などのように、専用ロック画面が
表示されてもよい。たとえば、これらの専用のロック画面では、ユーザのアプリケーショ
ンの利用頻度や、ユーザの操作に基づいて、各解除オブジェクト（解除タイル、解除リス
ト）の表示位置が設定される。また、解除オブジェクトには、アプリケーションだけでな
く、ホーム画面が関連付けられていてもよい。また、タイル型のロック画面およびリスト
型のロック画面でも、ホーム画面型のロック画面と同様に、ロックオブジェクトＲＯをタ
ッチの始点とし、解除オブジェクトを終点すとする解除操作が行われれば、ロック状態が
解除されると共に、解除オブジェクトに関連する処理が実行される。
【０１０３】
　また、画面切り替え操作によって、ディスプレイ１４に表示されるロック画面を、ホー
ム型、タイル型またはリスト型のいずれかに切り替えることが出来てもよい。
【０１０４】
　また、その他の実施例では、ロック状態の解除操作がされるとパスワードの入力を求め
るセキュリティ画面が表示されてもよい。たとえば、図７（Ａ），（Ｂ）に示す解除操作
がされると、ディスプレイ１４には、セキュリティ画面が表示される。そして、セキュリ
ティ画面で正しいパスワードが入力されると、図７（Ｃ）に示す画面がディスプレイ１４
に表示される。このとき、誤ったパスワードが入力された場合は、パスワードの再入力が
求められる。
【０１０５】
　また、ロック画面が表示されているときに電話着信が発生すると、ロック画面の表示が
消去されると共に、電話着信応答画面が表示される。この電話着信応答画面には、ロック
状態を解除すると共に、電話着信に応答するための着信応答オブジェクトが含まれる。そ
して、着信応答オブジェクトに対して、タッチ操作がされると、通話が開始される。
【０１０６】
　また、他の実施例では、タッチパネル機能を有するディスプレイ１４を採用して、ディ
スプレイ１４の上にタッチパネル１６を設けないようにしてもよい。
【０１０７】
　また、本実施例で用いられたプログラムは、データ配信用のサーバのＨＤＤに記憶され
、ネットワークを介して携帯電話機１０に配信されてもよい。また、ＣＤ，ＤＶＤ，ＢＤ
（Blue-Ray Disk）などの光学ディスク、ＵＳＢメモリおよびメモリカードなどの記憶媒
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体に複数のプログラムを記憶させた状態で、その記憶媒体が販売または配布されてもよい
。そして、上記したサーバや記憶媒体などを通じてダウンロードされた、プログラムが本
実施例と同等の構成の携帯端末にインストールされた場合、本実施例と同等の効果が得ら
れる。
【０１０８】
　そして、本明細書中で挙げた、具体的な数値は、いずれも単なる一例であり、製品の仕
様変更などに応じて適宜変更可能である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０　　…　携帯電話機
　１４　　…　ディスプレイ
　１６　　…　タッチパネル
　３０　　…　プロセッサ
　４０　　…　入力装置
　４４　　…　フラッシュメモリ
　４６　　…　ＲＡＭ
　４８　　…　タッチパネル制御回路
　５０　　…　カメラモジュール

【図１】 【図２】
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